
＜原価差異の繰延処理＞ 
 
【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

項目 当第１四半期連結会計期間 
(自  平成 22年４月１日  至  平成 22年６月 30日) 

原価差異の繰延処理 操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異につきまし

ては、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれるため、当該原価

差異を流動負債(その他)として繰り延べております。 
 
＜実地棚卸の省略及び棚卸資産の簿価切下げにおいて正味売却価額を見積る範囲の限定＞ 
 
【簡便な会計処理】 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成 22年４月１日 
至 平成 22年６月 30日) 

～略～ 
２ 棚卸資産の評価方法 
 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会

計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正

味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
～略～ 
 


